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１．事業の概要

平成１６年７月以降、表示なく温泉に入浴剤を使用したり、井戸水や水道

水を沸かしたものを温泉と称するなどの温泉をめぐる問題事例が発生したこ

とを契機として、温泉事業者による利用者への情報提供等について国民の関

心が高まっている。

このため、環境省においては、全国の温泉利用施設を対象とした実態調査

を実施し、同年１０月にその結果を公表したところ。

この温泉利用施設実態調査の結果を踏まえ、温泉事業者による表示の在り

方など温泉に関する緊急の課題等を検討するため、中央環境審議会自然環境

部会に温泉小委員会が設置された。

同審議会の検討結果に基づき、温泉事業者による適切な表示を進めるとと

もに、温泉の適正利用の確保に向けて、最新の知見の収集及びさらに詳細な

温泉利用施設の実態調査を実施し、温泉利用施設における温泉成分等の分析

手法及び現行の温泉飲用基準のあり方等について検討を行い、基準改正等の

基礎資料とし、温泉利用者のニーズに的確に対応する。

２．事業計画

平成１７年度から３ヶ年計画で進める。

・温泉利用施設における温泉成分の分析手法及び温泉飲用利用基準等に

関する知見等の収集・整理を２ヶ年かけて実施する。

・収集した知見及び実態調査を踏まえ検討を行い、基準改定等の基礎資

料のとりまとめを行う。

３．施策の効果

掲示項目等表示の在り方の改善、温泉利用施設における温泉成分の分析手

法の開発、温泉飲用利用基準の改定を行い、温泉の適正利用の推進を図る。



温泉の適正利用の推進に関する検討

温泉に対する国民ニーズの多様化

健康志向 本物志向 秘湯ブーム 温泉情緒・風情 …

温泉の掲示内容 利用者の疑問現行の

源泉かけ流し？
・成分 循環ろ過？
・泉質温度源泉名 加水？加温？, ,
・分析機関の名称 入浴剤添加？
・禁忌症 塩素消毒？
・注意事項 など

見
直

温泉の保護と利用に関する懇談し
間報告（平成１６年６月）

中央環境審議会温泉小委員会
温泉に関する国民の不安・不信

↓ ↓ ↓泉事業者による表示の在り方等
国民が安全・安心して温泉を利用泉に関する喫緊の課題を検討
できるように、温泉利用の適正管理

と情報提供を進める必要がある。☆掲示項目の追加を検討中☆

最新知見の収集整理 詳細な現地調査 平成 年度16
調査結果

☆温泉分析手法
基準の改定等☆適正な掲示のあり方

☆飲用利用基準

温泉の適正利用を推進し、利用者のニーズに的確に対応


